
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票申請マニュアル 

 

 
 

 

【福祉のお仕事への事業者登録・求人申請にあたってのお願い】 

「福祉のお仕事」は全国的に活用されている福祉人材専門の求人情報サイトです。 

就業促進事業／訪問介護採用応援事業では、そのシステムを活用して、就業促進事業専用求人また

は訪問介護採用応援事業専用求人を掲載していただきます。 

「福祉のお仕事」への登録の際は、必ず本マニュアルをご一読ください。 

 

令和８年５月版 

  



 



 

 

介護職員就業促進事業/訪問介護採用応援事業における「福祉のお仕事」へ

の求人申請について 

 

 

１ はじめに 

本事業では「福祉のお仕事」にて、一般の求人とは別に「介護職員就業促進事業」/「訪問介護採用応

援事業」における求人を掲載するために、新たに事業所登録を行い、求人申請を行ってください。 

本マニュアルは「１.事業所登録手続き」、「２.求人票申請手続き」を掲載しています。１の登録が承認さ

れた後、２の申請を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業所登録（「事業所マイページ」登録）について    

本マニュアル P2～6 を参考に、事業所登録を行います。事業所名称欄には必ず【就業促進】もしくは

【訪問介護採用応援】と入力の上、登録してください。（【就業促進】の後ろに事業者名称（法人名・会社名）

を入力します。例：【就業促進】社会福祉法人○○○○） 

※【就業促進】と事業所名称との間は空けないでください。これにより、本事業の求人を【福祉のお仕事】

で検索しやすくなります。 

  

 

３ 求人票作成について 

新規に事業所登録をした上で、本マニュアル P8～23を参考に、求人票を作成していただきます。 

求人票は、原則、サービス種別ごとに 1 枚にまとめて作成してください。就業先が複数となる場合は、各

事業所の所在地を求人票の「全体備考欄」に入力してください。 

但し、同一のサービス種別であっても雇用形態や雇用条件が異なる場合は、別に作成してください。本

事業専用求人については、求人票作成時に事業所名称欄にも「【就業促進】社会福祉法人○○○○」（も

しくは【訪問介護採用応援】社会福祉法人〇〇〇〇）と入力し、一般の求人と区別することといたします。 

 

 

４ 求人票の公開について   

 申請していただいた求人は、本センターで内容確認後、随時公開いたします。内容確認には相応の時

間を要しますのでご承知おきください。 

 

【※注意※】既に「福祉のお仕事」に事業所登録があり、一般の求人掲載をしている場合であっても、本

事業専用に上記１、２を行う必要があります。既に登録いただいているデータを本マニュアルの内容に

基づき修正すると、すべての求人が本就業促進事業用もしくは訪問介護採用応援事業の求人として表

示されてしまいますので、必ず新たに事業所登録を行った上で求人票の申請に進んでください。 
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１ 事業所登録手続き 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

【１．１】 「福祉のお仕事」へのアクセス ＜はじめに、事業所登録を行ってください＞ 

 『福祉のお仕事』求人事業者用ページ（https://www.fukushi-work.jp/kyujin/）にアクセスし、『新規登録』をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１．２】 登録先の都道府県を選択 

都道府県を『東京都』と選択し『次へ』をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１．３】 利用規約の確認・同意 

利用規約をご確認後、ページ最下部の『上記内容に同意する』をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所登録（マイページ

登録）の開始 

こちらをクリック 

こちらをクリック 

https://www.fukushi-work.jp/kyujin/
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

・事業所登録（マイページ登録）は、原則として 1 法人 1 つの登録になります。 

・P６の【連絡先 e-mail】はログイン IDにもなります。 

・既に「福祉のお仕事」への登録で使用しているアドレスと同一のものを使用する場合は、アドレスの後ろに、「＃３桁

の数字」をつけてください。（例：kaigo-syugyo@tcsw.tvac.or.jo#001） 

【１．４】 法人情報の入力 

※赤字は、必須入力の項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kaigo-syugyo@tcsw.tvac.or.jo#001
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

【１．５】 事業所情報の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本来は事業所情報ですが、ここでは

P３の【法人】情報と同内容を記入し

てください。 

法人名称の前に必ず【就業促進】もしくは【訪問介護採用応援】

と入力してください。 

※カッコは、【 】の指定です（「  」などは不可）。 

←法人の開始年月日 

←法人の代表者名 

https://3.bp.blogspot.com/-qw6-BjDoMU8/UNRoaLVqobI/AAAAAAAAJEs/4OepOaDocOY/s1600/mark_magnifier.png
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

【１．６】 事業所マイページ登録情報の入力 

※人材センターから求人票の内容に関する問合せをする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１．７】 法人・事業所の実施事業を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←就業促進事業/訪問介護採用応援事

業担当者もしくは本事業を理解されてい

る採用担当者 

既に「福祉のお仕事」への登録で使用しているア

ドレスと同一のものを使用する場合、アドレスの後

ろに「＃+３桁の数字」（例：＃001）をつけることで

別の ID として使用ができます。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

【１．８】 事業所マイページログイン ID・パスワードの設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１．９】 入力内容の確認 

 「入力内容を確認する」を押下し、確認。 

 ※エラーがある場合、赤字で表示されます。修正の上、再度確認に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所登録の申請内容が承認され次第、求人票申

請作業ができます 

※承認と同時に自動配信メールが届きます。 

 承認まで多少時間がかかります。 
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２ 求人票申請手続き 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

【２．１】 事業所マイページログイン  

＜事業所登録の承認メールが届いたら以下、求人申請にお進みください＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．２】 法人事業所紹介情報の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリック 

こちらをクリック 

こちらをクリック 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリック 

「公開」を選択してください 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

※写真を掲載する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．３】 求人票の新規申請・登録の開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（JPEG形式）は、

1MB まで 

保存先よりデータを
指定してください 

こちらをクリック 

求人票登録の開始 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

  【２．４】 職業紹介の取扱範囲等の確認（ステップ１）  

 

 

【２．５】 就業先事業所に関する情報の入力（ステップ２）   

 

こちらをクリック 

どちらかを選択 

※カッコは、【 】

の指定です。 

法人名称の前に【就業促進】もしくは【訪問介護採用応援】と入っていることを

ご確認ください。 

※入っていない場合、“就業促進事業での登録とは別の ID でログインしている”もしくは“事業所

登録時、事業所名称登録に【就業促進】/【訪問介護採用応援】という文言が入っていない”可能

性があります。 

就業先の候補地が「複数あり」を選択した場合 

申請した計画内容のとおり 

求人票を作成してください 



 

12 

 

【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当てはまる項目をすべて選択 

 

【就業先事業所名・所在地】 

・就業先が１ヵ所の場合 

＝こちらに記入 

 

・就業先が複数の場合 

＝一番下の「全体備考」に記入 

 

本事業での有期雇用期間中は事業所の異動はできません 

 

就業先が４地域以上の場合は、 

検索されるときの条件として優先したい３地域を選択 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

一文入力 

 

事業所の状況により選択 

全体備考欄にも、「この求人は【就業促進】

専用求人です」もしくは「この求人は【訪問

介護採用応援】専用求人です」の一文入

力。 

 

就業促進事業／訪問介護採用応援事業において募集する事業所名・住所・募集人数・通勤方法（○

○駅徒歩○分）を明記。 

※事業所が複数の場合は、こちらに施設情報（事業所名・所在地）を記入。 

※入りきらない場合は、優先的に掲載したいものを記入。 

※本事業で募集する（計画を申請した）事業所以外は記入しない（申請時の計画内容を再度ご確認

ください）。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

【２．６】 募集職種・条件等の入力（ステップ３） 

 

 

本事業期間中の試用期間は

「なし」とします。 

就業促進事業の場合は「介護職」 

訪問介護事業の場合は「ホームヘルパー」 

※「求人職種」は後から変更できない項目です。 

もしくは、常勤（正規職員以外） 

本事業は最長６か月の有期雇用契約となるため、

「定めあり（月数で指定）」 
≪注意≫9 月以降に求人を出す場合には、「年月日で指定（最

長で 2027/1/31）」とする必要があります。 

 

5 年目以降は無期に転換 

事業期間内で最長６か月 

一事業所につき上限 3名で希望人数を記入 

※「募集人数」は後から変更できない項目です。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

 

  

・ 

原則入力しないでください。 

※本事業用の求人では、資格要件

を「必須」とすることはできません。 

※その他の資格（免許等）につい

て、業務上必要なもの（普通自動車

免許等）は「望む」としてください。 

 

本事業では「新卒不可」です。 

本事業の趣旨から、原則として「経験不問」としてくだ

さい。 

※申請した計画が有資格者のみを雇用するものであ

る場合は「望む」としても可。 

申請した計画が有資格者のみを雇用するものである

場合は「〇指定あり」として可。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

  

上記と同内容を記入 

・「この求人は【就業促進】専用求人です」もしくは「こ

の求人は【訪問介護採用応援】専用求人です」の

一文入力 

・就業先が複数の場合、「事業所名」、「所在地」、「各

事業所の募集人数」を追記。 

・その他特記事項があればこちらに記載。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

【２．７】 求人の賃金・勤務体制・社会保険等の入力（ステップ４） 

 

 

 

 

 

 

全て記入してください。 

全員に毎月支給される手当 

賃金のパターンは 1つのみ入力

してください。 

※求職者の希望に応じて雇用

時間数を調整する場合は、 

「５.その他手当・賃金等備考」に

「雇用日数・時間数によって基

本給が時給（若しくは月給）設定

となる場合があります。」等記

入。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

 

当てはまる 

ものすべて選択 

全パターンを明記。 

※早朝・夜間・夜勤等ある場合はすべて記入。 

就業規則に沿って明記 

・その他、上記に含まれない手当があれば明記。 

「あり」とする場合は、その他手当・賃金備考欄に

「○月までに雇用が開始された場合」等、の条件

を明記。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

 

※就業促進事業は、20時間以上 30 時間未満または 30時間

以上 40時間以下 

※訪問介護採用応援事業は、10 時間以上 20 時間未満また

は 20時間以上 30時間未満、30時間以上 40時間以下 

日数を明記 

※3～４日など幅をもたせる場合、１日の勤務時間で計算し、

事業対象の週労働時間を割り込まないようにご注意ください。 

・週 30時間以上 40時間以下で雇用の場合 

＝原則すべて加入。 

・週 20時間以上 30時間未満で雇用の場合 

＝労災、雇用は原則加入。健康、厚生は各事業所に

よる。 

・週 10時間以上 20時間未満で雇用の場合 

＝労災のみ原則加入。 

法定通りであれば、本事業雇用期間中（最長 6か月）は発生しません 

雇用形態がフルタイム以外の場合は、記載不要です。 

本事業雇用期間中の時間外勤務は想定しておりません 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※本事業利用者は有期雇用契約となるため、「なし」

を選択してください。 

休日について記入。 

夜勤がある場合、「夜勤休憩時間」もこの欄に明記。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

【２．８】 応募方法・選考方法・その他の入力（ステップ５）  
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

 

 

就業促進事業担当者/訪問介護採用応援事業担当者、

もしくは本事業を理解されている採用担当者 

目安の時間を記入してください 

※「未定」で固定。 

1 次選考が決まっている場合、ページ下部の「９応募選考に

関する備考」に明記。 

 

 

この文言は自由です 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 
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【※注意※】２０分経過すると、自動でログアウトします。その場合、再度ログインして最初から入力していただくことに

なりますのでご注意ください。制限時間内に入力できない場合は「下書き」に一旦保存をしながら進めてください。 

 

【２．９】 事業所紹介の入力（ステップ６） 

 

 

 

【２．10】 自己申告書の入力（ステップ７） 

  

 

 

【２．11】 入力内容の確認→申請（ステップ８） 

 

 

 

「この内容で申請する」をクリックで登録完了。 

（例）①年間休日 120日・・・ 

 

（例）②心をこめたケアや・・・ 

 

③写真 

 

※人材センターで承認後、求人票公開となり、自動配信メールが届きます。 

承認まで時間がかかる場合があります。 

 

 

 

「福祉のお仕事」ホームページで求人を検索すると、検索結果一覧に求職

者へのメッセージや事業所の写真等、アピールポイントをわかりやすく表

示できるようになりました。ぜひ、ご活用ください。 

検索結果一覧 

① 

② 

 

 

 

③ 

必要項目の確認を行い、チェックを入れます。 
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